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市
か
ら
の

お
知
ら
せ

※�

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
申
込
開
始
日

の
記
載
が
な
い
も
の
は
、原
則
、１
日（
１
日
が
土・

日
曜
日
、祝
日
の
と
き
は
、翌
平
日
）か
ら
可
能
で
す

（
公
共
機
関・団
体
、市
民
情
報
ひ
ろ
ば
は
除
く
）。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市

　
　政

令
和
２
年
度
定
期
監
査
な
ど
の
結
果

　
定
期
監
査
は
、
市
監
査
委
員
が
年
に
１

回
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
の
定
期
監
査
で
の
指
摘
は

14
件
で
、
主
な
指
摘
事
項
及
び
指
導
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

∧
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
∨

　
行
政
財
産
（
市
が
事
業
を
行
う
た
め
に

目
的
を
持
っ
て
使
用
す
る
財
産
）
を
使
用

さ
せ
る
と
き
、
使
用
料
の
額
を
誤
っ
て
徴

収
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
市
の
条
例
、
規

則
に
基
づ
き
、
適
正
に
算
定
す
る
よ
う
指

導
し
ま
し
た
。

∧
業
務
委
託
に
つ
い
て
∨

　
再
委
託
（
業
務
を
受
託
し
た
事
業
者
が

更
に
別
の
事
業
者
に
業
務
を
委
託
す
る
こ

と
）
に
つ
い
て
、
契
約
書
で
定
め
ら
れ
た

書
面
で
の
承
認
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
適
正
に
事
務
手
続
き
を
行
う
よ

う
指
導
し
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
的
確
・
適
正
に
事
務
が
執
行

さ
れ
、
行
政
の
信
頼
性
が
向
上
す
る
よ
う

監
査
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

※
定
期
監
査
等
結
果
報
告
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
監
査
事
務
局
」
又
は
市
役
所
本

館
１
階
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問　
監
査
事
務
局
（
☎
８
２
５・２
４
２
３
）

令
和
２
年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果

　
中
核
市
は
、
法
令
に
よ
り
、
定
期
監
査
に

加
え
て
、
公
認
会
計
士
や
弁
護
士
な
ど
専
門

知
識
を
有
す
る
外
部
の
者
が
行
う
包
括
外
部

監
査
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
２
年
度
は
「
水
道
事
業
に
関
す
る

事
務
の
執
行
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と
し

て
実
施
し
た
結
果
、
９
件
の
指
摘
（
１
日

当
た
り
の
現
金
取
り
扱
い
限
度
額
を
超
え

る
現
金
出
納
が
あ
る
日
に
お
い
て
、
管
理

者
の
承
認
を
得
て
い
な
い
な
ど
）
と
35
件

の
意
見
を
受
け
ま
し
た
。

　
今
後
、
指
摘
や
意
見
を
踏
ま
え
、
市
と

し
て
必
要
な
対
応
を
行
い
ま
す
。

※
包
括
外
部
監
査
結
果
報
告
書
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
監
査
事
務
局
」
又
は
市
役
所

本
館
1
階
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

問　
監
査
事
務
局
（
☎
８
２
５
・
２
４
２
３
）

手

　続

　き

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の�

交
付
申
請
書
を
順
次
送
付

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な

い
人
に
交
付
申
請
書
を
順
次
送
付
し
て
い

ま
す
。
交
付
申
請
書
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
又
は
同
封
の
封
筒
で
申
請
で
き
ま
す
。

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。

◦�広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実
施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
りますので、事前に担当課などに確認してください。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め に

※広報ねやがわに掲載している情報は、２月12日時点です。

市ホームページでも
公開しています

◦�市役所１階総合案内で「個人向け・事業者向け支援一
覧」を配布しています。ご利用のときはお声掛けくだ
さい。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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∧
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
∨

　
国
は
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
を
９

月
30
日
（
木
）
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
検

討
し
て
い
ま
す
。
３
月
31
日
（
水
）
ま
で

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人

が
対
象
で
す
。

※
①
交
付
申
請
書
が
届
か
な
い
と
き
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
②
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
事
業
は
国
の
補
正
予
算
が
可
決
さ

れ
れ
ば
延
長
さ
れ
ま
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
２
４
・
９
１
８
８
）

児
童
扶
養
手
当
・�

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

∧
①
児
童
扶
養
手
当
∨

　
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
児
童
又
は
20
歳
未
満
で
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父

親
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
受
給
要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
ど
も
を
守
る
課
」
又

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

∧
②
特
別
児
童
扶
養
手
当
∨

　
政
令
で
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
支
払
い
予
定
日　
①
１
月
・
３
月
・
５

月
・
７
月
・
９
月
・
11
月
②
４
月
・
８
月
・

11
月
、
い
ず
れ
も
11
日
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
は
、
直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
）

※
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
・
問　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

に
直
接
、こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
１
２・

２
２
１
０
）く

ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
３
月
26
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

ア
プ
リ
ペ
イ
で
10
％
還
元�

３
月
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ

　
対
象
店
舗
で
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
を
使
っ
て
決

済
を
す
る
と
、
10
％
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
還

元
さ
れ
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
還
元
は
、
１
回

の
決
済
で
上
限
１
０
０
０
円
分
ま
で
、
月

５
０
０
０
円
分
ま
で
で
す
。

∧
相
談
会
∨

　
ア
プ
リ
ペ
イ
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る

事
業
者
、
ア
プ
リ
ペ
イ
の
こ
と
を
詳
し
く

知
り
た
い
人
向
け
の
相
談
会
で
す
。

▽
日
時　
16
ペ
ー
ジ
の
表
の
と
お
り

▽
場
所　
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
４
階

会
議
室

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
産
業
振

興
室
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
産
業
振
興
室（
☎
８
２
８・０
７
５
１
）

募
集
情
報

会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集

　
「
完
全
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
に
よ

り
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
ま
す
。

　
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
期
末
手
当

の
支
給
及
び
昇
給
（
経
歴
加
算
に
よ
る
再

度
の
格
付
け
）
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
短

時
間
の
勤
務
の
希
望
も
相
談
に
応
じ
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

▽
採
用
予
定
職
種　
事
務
・
保
育
士
・
児

童
指
導
員
・
ご
み
収
集
作
業
な
ど

▽
試
験
日　
面
接
（
随
時
）

▽
採
用
日　
令
和
３
年
４
月
１
日
（
木
）

※
配
属
先
及
び
職
種
な
ど
に
よ
り
、
採
用

日
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問　
履
歴
書
・
本
人
確
認
書
類
の

写
し
を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室

（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
☎
８

２
５
・
２
１
９
８
）

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

∧
小
路
北
町
（
宅
地
）
∨

▽
面
積　
１
１
４
・
19
㎡

▽
売
却
方
法　
一
般
競
争
入
札

▽
入
札
説
明
書
な
ど
の
配
布　
３
月
５
日

～
19
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
直
接

窓
口
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
道
路
建
設

課
」

申
込　
４
月
２
日
～
16
日
の
午
前
９
時
～

午
後
５
時
に
直
接
、
道
路
建
設
課

∧
打
上
南
町
（
宅
地
）
∨

▽
面
積　
69
・
01
㎡

▽
売
却
方
法　
随
時
募
集
（
先
着
順
）

申
込　
直
接
、
道
路
建
設
課

※
物
件
の
内
容
・
入
札
参
加
資
格
な
ど
、

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
道
路
建
設

課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
道
路
建
設
課
（
☎
８
２
５・２
２
９
０
）

時　間 ３月10日 ３月24日

午後１時～３時 auPAY d払い

午後３時～５時 PayPay auPAY

午後５時～７時 d払い PayPay

アプリペイ相談会

※いずれも水曜日です。

　
各
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
提

出
さ
れ
た
意
見
の
あ
ら
ま
し
と
意
見
に

つ
い
て
の
考
え
方
を
ま
と
め
ま
し
た
。

◎
詳
し
い
内
容
は
、
各
担
当
課
、
市
民

情
報
コ
ー
ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、
市
立

中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
、
東
図
書

館
、
寝
屋
川
市
駅
前
図
書
館
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

ト
手
続
」
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画（
素
案
）

　
生
活
環
境
の
保
全
と
公
衆
衛
生
の
向

上
を
図
り
つ
つ
、
一
般
廃
棄
物
を
適
正

に
処
理
す
る
た
め
の
「
寝
屋
川
市
一
般

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
」
を
策
定
す
る

に
当
た
り
、
令
和
２
年
12
月
25
日
～
３

年
１
月
31
日
に
意
見
を
募
集
し
た
結

果
、
４
人
か
ら
17
件
の
意
見
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９

１
１
）

社
会
教
育
推
進
計
画
（
素
案
）

　
今
後
の
社
会
教
育
施
策
の
方
向
性
を

示
し
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
推
進
す

る
た
め
の
「
寝
屋
川
市
社
会
教
育
推
進

計
画
」
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、
令
和

２
年
12
月
１
日
～
３
年
１
月
９
日
に
意

見
を
募
集
し
た
結
果
、
２
人
か
ら
５
件

の
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

問　
社
会
教
育
課
（
☎
８
１
３
・
０
０

７
６
）

第
３
次
寝
屋
川
市
環
境
基
本
計
画

（
素
案
）�

　
社
会
動
向
や
環
境
の
変
化
、
本
市
の

現
況
を
踏
ま
え
、
本
市
の
良
好
な
環
境

の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
施
策
の
方

向
性
を
示
す
「
第
３
次
寝
屋
川
市
環
境

基
本
計
画
」
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、

令
和
２
年
12
月
25
日
～
３
年
１
月
31
日

に
意
見
を
募
集
し
た
結
果
、
６
人
か
ら

34
件
の
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

問　
環
境
総
務
課 

（
☎
８
２
１
・
４

０
５
５
）

第
５
期
ね
や
が
わ�

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
（
素
案
）

　
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
「
第
５
期
ね
や
が
わ
男
女
共
同
参

画
プ
ラ
ン
」
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、

令
和
２
年
12
月
１
日
～
３
年
１
月
９
日

に
意
見
を
募
集
し
た
結
果
、
４
人
か
ら

24
件
の
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

問　
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
（
☎
８

２
５
・
２
１
６
８
）

国
土
強
靭
化
地
域
計
画
（
素
案
）

　
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
て
も
「
致

命
的
な
被
害
を
負
わ
な
い
強
さ
」と「
速

や
か
に
回
復
す
る
し
な
や
か
さ
」を
も
っ

た「
強
靭
（
き
ょ
う
じ
ん
）な
地
域
」
を

つ
く
り
あ
げ
る
た
め
の
取
り
組
み
を
ま

と
め
た
「
寝
屋
川
市
国
土
強
靭
化
地
域

計
画
」を
策
定
す
る
に
当
た
り
、１
月
４

日
～
２
月
５
日
に
意
見
を
募
集
し
た
結

果
、意
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

問　
防
災
課（
☎
８
２
５
・
２
１
９
４
）

子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画�

（
素
案
）

　
子
ど
も
が
本
に
親
し
み
、
本
か
ら
新

た
な
知
識
を
得
る
喜
び
を
知
る
き
っ
か

け
を
作
り
、
更
な
る
子
ど
も
読
書
活
動

の
推
進
を
図
る
た
め
の
「
第
３
次
寝
屋

川
市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
」
を

策
定
す
る
に
当
た
り
、
令
和
２
年
12
月

１
日
～
３
年
１
月
９
日
に
意
見
を
募
集

し
た
結
果
、
３
人
か
ら
14
件
の
意
見
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

問　
市
立
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室

（
☎
８
３
８
・
０
１
４
１
）

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）

桜木町5番30号☎828・0397

消費生活センターだより

＜事　例＞
　会社の先輩に誘われて、外国の
不動産投資の話を聞いた。資金が
ないことを伝えると、借金しても配
当ですぐに返済できると言われた。
消費者金融３社から合計１２０万円
を借りて、事業者の口座に振り込
んだが約束された配当がなく、借
金の返済で生活が苦しい。
＜アドバイス＞
◎簡単にお金を稼げる話はない
ものと思いましょう

　もうけ話は魅力的ですが、簡単
に金もうけできないのが現実です。
友人からの誘いだから大丈夫と考
えるのはやめましょう。
◎借金してまで契約しないこと
　借金して契約したのに利益がな
く、返済ができなくなり、自己破産
に至るケースもあります。
◎人間関係にヒビが入ることも
　自分が勧誘する立場で、金銭ト
ラブルになると、人間関係を壊すこ
ともあります。

　解約や返金を求めても、事業者
と連絡が取れず、泣き寝入りせざ
るをえないケースもあります。契約
前の慎重な対応こそ、自分を守る
ことにつながります。

友 人 か ら の
も う け 話 に は 気 を 付 け て

　友人からの誘いで契約し、
トラブルになるケースが多くみられます。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ
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令和３年３月号

広報ねやがわ
令和３年３月号

子
ど
も
の
安
全
見
守
り
隊�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

　
各
小
学
校
区
に
自
治
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な

ど
地
域
の
皆
さ
ん
で
、「
子
ど
も
の
安
全

見
守
り
隊
」
を
組
織
し
、
登
下
校
時
の

見
守
り
活
動
や
、
地
域
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー

に
よ
る
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い

ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
通
学
で

き
る
ま
ち
に
す
る
た
め
、
あ
な
た
も
見
守

り
活
動
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

問　
青
少
年
課
（
☎
８
１
３・０
０
７
５
）

子どもの安全見守り隊

令
和
３
年
度
市
立
幼
稚
園
・
学
校
の�

講
師
な
ど
の
登
録
者
を
募
集

▽
募
集
職
種　
市
立
幼
稚
園
、
小
・
中
学

校
に
勤
務
を
希
望
す
る
①
講
師
②
養
護
助

教
諭
③
臨
時
技
師
④
学
校
栄
養
職
員
⑤
学

校
事
務
職
員
⑥
幼
稚
園
臨
時
職
員（
教
員・

養
護
教
員
）

▽
必
要
書
類　
履
歴
書
、
当
該
免
許
状
の

写
し
（
④
⑤
⑥
は
除
く
、
取
得
見
込
み
の

人
も
登
録
可
）

※
①
学
校
園
に
欠
員
が
生
じ
次
第
必
要
に

応
じ
て
連
絡
し
ま
す
②
幼
稚
園
、
小
・
中

学
校
（
国
語
・
理
科
・
保
健
体
育
・
音
楽
・

技
術
）
の
登
録
者
を
求
め
ま
す
。

問　
学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７
２
）

ね
や
が
わ
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
モ
デ
ル
の

募
集

　
「
広
報
ね
や
が
わ
」
な
ど
の
市
の
広
報
物
に

登
場
す
る
モ
デ
ル
を
募
集
し
ま
す
。
家
族
や

友
だ
ち
と
グ
ル
ー
プ
で
の
応
募
も
可
能
で
す
。

申
込・問　
所
定
の
用
紙（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
企
画
三
課
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

と
写
真
を
郵
送
で
企
画
三
課
（
〒
572
―
８

５
５
５
本
町
１
番
１
号
☎
８
１
３
・
１
１

４
６
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

狂
犬
病
予
防
注
射　
令
和
３
年
度
は�

か
か
り
つ
け
の
病
院
で

　
犬
の
飼
い
主
に
は
、
飼
い
犬
登
録
と
年

１
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射
（
生
後
90
日
以

上
）
を
飼
い
犬
に
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
法

律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
３
年
度
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
中
止
し
ま
す
の
で
、
４
月
１
日

～
６
月
30
日
に
か
か
り
つ
け
の
動
物
病
院

な
ど
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
市
内
委
託
動
物
病
院
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
保
健
衛
生
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
）

で
は
注
射
済
票
の
発
行
も
同
時
に
行
え
ま

す
。
３
月
中
旬
頃
に
郵
送
予
定
の
通
知
が

あ
る
と
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
。

問　
保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９
・
７
７
２

１
）

ユ
ス
リ
カ
幼
虫
駆
除
定
期
薬
剤
散
布

業
務
を
終
了
し
ま
す

　
ユ
ス
リ
カ
は
春
先
や
秋
に
大
量
に
群

が
っ
て
飛
ん
で
い
る
虫
で
す
。
蚊
に
よ
く
似

て
い
ま
す
が
、人
間
を
刺
し
た
り
血
を
吸
っ

　
申
し
込
み
は
、
い
ず
れ
も
当
日
直
接
。

ご
み
減
量
化
・�

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
会
議

▽
日
時　
３
月
23
日
（
火
）
午
前
10
時

（
受
付
は
午
前
９
時
40
分
か
ら
）

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
２
委

員
会
室

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９

１
１
）

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画�

推
進
委
員
会

▽
日
時　
３
月
25
日
（
木
）
午
後
２
時

（
受
付
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
）

▽
場
所　
市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
５

階
会
議
室
１
・
２

問　
高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８
・
０
３

７
２
）

地
域
公
共
交
通
協
議
会

▽
日
時　
３
月
26
日
（
金
）
午
後
２
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１
委

員
会
室

▽
定
員　
10
人
（
先
着
順
）

問　
交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３
・
１
２

０
７
）

子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画�

策
定
委
員
会

▽
日
時　
３
月
29
日
（
月
）
午
前
10
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１
会

議
室

▽
定
員　
10
人
（
先
着
順
）

問　

市
立
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室

（
☎
８
３
８
・
０
１
４
１
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

▽
日
時　
３
月
29
日
（
月
）
午
後
２
時

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１
委

員
会
室

問　
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎
８
３
８
・

０
１
３
４
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合�

議
会
定
例
会

▽
日
時　
３
月
30
日
（
火
） 

午
前
10
時

▽
場
所　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防

本
部
５
階
会
議
場

▽
定
員　
12
人

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管
理

課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

委員会など

　130円分（身体障害者は70円分）のバス利用券（１
冊10枚綴り）をシルバー世代や身体障害者の人へ配
付します。運賃との差額分の負担で乗車できます。

　これまでの「ねやがわ乗合いワゴン」の実証実
験を踏まえ、タクシーを利用した形式にリニュー
アルします。詳しくは、「広報ねやがわ」同時配
布のちらしを見てください（対象地区のみ）。

市内全域

●シルバー世代・身体障害者

●妊娠中の人

月～金曜日の午前９時～午後５時
（受け付けは午前８時45分～午
後５時、祝日・年末年始を除く）

地区内…無料
地区外（市の指定場所のみ）…１人
３００円

①成田地区（末広町、成田町、
成田東町、成田南町、成田東が
丘、菅相塚町、成田西町）②仁和寺

地区（仁和寺本町一丁目～六丁目、点野四丁目～六
丁目、葛原二丁目）③河北地区（河北中町、河北西
町、河北東町、堀溝一丁目～三丁目）

　乗車又は降車するバス停が市内であれば対象です。

１冊を郵送します。２冊目以降は、交通
政策課で配付します（郵送分を除き２冊まで）。

　母子健康手帳交付時に配付します。すでに母子健
康手帳を持っている人や２冊目以降を希望する人は、
交通政策課・子育て支援課・RELATTOで配付します。

バス利用促進事業 乗合い事業（タクシー）

対象範囲

配　付

運行日時

利用料金

対象地区

日本タクシー（☎827・5151）
第一交通（☎844・0202）

受付

４月１日 ～木 4 月１日 ～木

※詳しくは市ホームページ「交通政策課」を見てください。
問　交通政策課（☎813・1207）

時間
拡大!

エリア
拡大！

関西医科大学香里病院（成田地
区）、社会医療法人信愛会畷生会脳神経

外科病院（河北地区）、社会医療法人弘道会守口生野記
念病院・市立保健福祉センター（仁和寺地区）

指定場所
拡大！

シルバー世代の移動が
　　　　さらに便利に !

対  象
◦70歳以上の人
◦妊娠中の人
◦身体障害者                       など

令和３年４月１日から１年間使用期限

※230円区間の場合

３月市議会を開きます
　３月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです（時
間は２月26日の一部を除き、いずれも午前10時から）。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市議会
傍聴時には、消毒液による手指の消毒、マスク着用
などに協力をお願いします。
　※詳しくは市議会ホームページを見てください。

※�①２月26日・３月１日及び３月11日～18日の各常任委
員会後、それぞれ予算決算常任委員会分科会を開催
します②日時などは、議事の都合で変更することがあ
ります。

問　議会事務局（☎824・0010）

２月25日（木）
26日（金）

３月１日（月）
３日（水）

９日（火）・10日（水）
11日（木）・12日（金）
15日（月）・16日（火）
17日（水）・18日（木）

22日（月）

本会議
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会（午後２
時から）
総務都市創造常任委員会
本会議
本会議（代表質問）
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
本会議
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た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
人
体
な
ど
に
直

接
危
害
を
加
え
る
虫
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
市
で
は
、
公
共
用
水
路
に
薬
剤
を
定
期

的
に
散
布
し
、
ユ
ス
リ
カ
の
幼
虫
駆
除
を

行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
４
月
１
日
か
ら
は

定
期
散
布
業
務
を
終
了
し
ま
す
。

問　
保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９・７
７
２
１
）

相

　
　談

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　
３
月
17
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
設
立
手
続
き
や
会
計
処
理
、
団
体
運
営

の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
定
員
４
団
体
（
申

込
順
）。

申
込
・
問　
３
月
12
日
（
金
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　

３
月
23
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
機
器

の
故
障
や
ト
ラ
ブ
ル
、定
員
10
人（
申
込
順
）、

パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　

３
月
15
日
（
月
）
午
前
10

時
か
ら
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１

１
６
）

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
３
月
12
日
・
26
日
、
い
ず
れ
も

金
曜
日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１

人
40
分
程
度
）

▽
場
所　
リ
ラ
ッ
ト（
市
立
子
育
て
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
２

※
相
談
無
料（
予
約
が
必
要
）、完
全
個
室
、

子
ど
も
連
れ
可
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市

公
式
ア
プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

食
品
営
業
の
制
度
が
新
し
く
な
り
ま
す

　
食
品
衛
生
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
６
月
１
日
（
火
）
か
ら
、
許
可
業
種

の
変
更
と
、
新
た
な
営
業
届
出
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。

∧
食
品
営
業
許
可
業
種
の
変
更
∨

　
営
業
許
可
が
必
要
な
業
種
が
現
行
の
34

業
種
か
ら
、
新
設
・
統
合
な
ど
に
よ
り
、

32
業
種
へ
変
更
さ
れ
ま
す
。
新
し
く
営
業

許
可
が
必
要
に
な
っ
た
事
業
者
は
保
健
所

に
営
業
許
可
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
手

数
料
が
必
要
、
施
設
検
査
が
あ
り
ま
す
）。

▽
主
な
変
更
点　

〇
新
し
く
、液
卵
製
造
業
、漬
物
製
造
業
、

水
産
製
品
製
造
業
、
食
品
の
小
分
け
業
、

密
封
包
装
食
品
製
造
業
が
許
可
業
種
と
な

り
ま
し
た
。

〇
そ
う
ざ
い
半
製
品
を
製
造
す
る
事
業
者

は
、
そ
う
ざ
い
製
造
業
の
許
可
が
必
要
に

な
り
ま
し
た
。

∧
食
品
営
業
届
出
制
度

（
許
可
業
種
以
外
）
∨

　
食
品
営
業
許
可
業
種
以
外
の
ほ
ぼ
全
て

の
食
品
事
業
者
が
対
象
で
す
。
新
し
く
営

業
を
始
め
る
事
業
者
は
保
健
所
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。
５
月
31
日
（
月
）
以
前
か

ら
営
業
し
て
い
る
事
業
者
は
11
月
30
日

（
火
）
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
（
手

数
料
不
要
）。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
保
健
衛

生
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
健
衛
生
課
（
☎
８
２
９
・
７
７
２

１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の�

お
知
ら
せ

∧
３
月
１
日
～
７
日

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
∨

　
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
に
火
災
の

発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者
を
中
心
と
す
る

死
者
の
発
生
や
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

　
寝
屋
川
消
防
署
と
市
消
防
団
で
は
、
火

災
予
防
運
動
の
一
つ
と
し
て
、
消
防
訓
練

及
び
防
火
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
行
い
ま

す
。

※
詳
し
く
は
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
寝
屋
川
消
防
署
予
防
課（
☎
８
５
２・

９
９
５
７
）

交
通
安
全

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
制
度

　
高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故
は
身

体
機
能
の
低
下
が
原
因
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
運
転
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
人
、
家
族

や
医
師
に
運
転
を
心
配
さ
れ
て
い
る
人

は
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
返
納
し
た
人
は
、
生
涯
身
分
証
明
書
と

し
て
使
用
で
き
る
「
運
転
経
歴
証
明
書
」

の
申
請
・
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
∧
交
付
手
数
料
１
１
０
０
円
と
写
真
１

枚
が
必
要
で
す
（
手
続
き
は
寝
屋
川
警
察

署
）
∨
。
運
転
経
歴
証
明
書
を
提
示
す
る

と
、
飲
食
店
・
小
売
店
な
ど
で
の
割
引
や

タ
ク
シ
ー
乗
車
運
賃
の
割
引
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
特
典
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
特
典
の
内
容
は
大
阪
府
交
通
対
策
協
議

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
各
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
配
布
し
て
い
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
交
通
政
策
課
（
☎
８
１
３
・
１
２

０
７
）、
運
転
経
歴
証
明
書
の
申
請
方
法

に
つ
い
て
…
寝
屋
川
警
察
署（
☎
８
２
３・

１
２
３
４
）

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の�

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
、
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
４
月
１
日

（
木
）
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難
に

遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更

を
し
て
い
な
い
。

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊

自
動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担

当※
手
続
き
に
は
標
識
交
付
証
明
書
（
申
告

済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、
届
出
者

の
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）、
本
人
確

認
書
類
が
必
要
で
す
。
代
理
人
が
届
け
出

る
と
き
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

◎
郵
送
で
手
続
き
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
（
☎
０
５
０
・
３
８

１
６
・
１
８
４
１
）

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当
☎

８
１
３
・
１
１
３
８
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
料
な
ど
を
滞

納
し
て
い
る
世
帯
に
対
す
る
滞
納
処
分

（
財
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
）
を
強
化
し

て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の

影
響
に
よ
る
一
時
的
負
担
能
力
の
喪
失
な

ど
で
、
納
期
限
内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
と
き
は
、
早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

　
通
知
を
無
視
す
る
な
ど
、
財
産
が
あ
る

の
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
財
産
調
査
・

捜
索
を
行
い
、
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ

運転経歴証明書の見本

問　市民サービス部戸籍・住基担当（☎813・1211）

引越しに伴う手続きなど
市役所の混雑緩和に協力を
　３月～４月は引越しに伴う手続きなどで、市役所の窓口は大変混雑しま
す。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、混雑緩和に理解と協力を
お願いします。

●転出届は郵送で
　転出届は郵送で手続きできます。詳しくは、市ホームページ「郵送によ
る転出届」を見てください。

●シティ・ステーションの利用を
　各シティ・ステーションでも転出・転入の手続きや各種証明書の交付な
どができます。

●各種証明書の取得
＜コンビニ交付で100円安く！＞
　マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機を利用して、
住民票の写し、課税（非課税）証明書、所得証明書、印鑑登録証明書、戸
籍全部（個人）事項証明書、戸籍の附票を窓口よりも100円安く取得する
ことができます。
＜タッチパネルで申請書不要！＞
　運転免許証又はマイナンバーカードがあれば、市役所本庁舎、ねやが
わ・香里園・萱島シティ・ステーションに設置しているタッチパネル式証
明書自動交付機に運転免許証などをかざすだけで、申請書へ記入不要で証
明書を取得することができます。

●届け出期間が延長
　当面、引越しなどの日から14日を過ぎても手続きができます。
※�マイナンバーカードの継続利用の手続きも、届け出期間が延長されています。詳
しくは、市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に伴う住民異動等の取扱い
について」を見てください。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心
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インフォメーション

広報ねやがわ
令和３年３月号

と
が
あ
り
ま
す
。
未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
財
産
調
査
∨

〇
金
融
機
関
な
ど
…
預
貯
金
や
保
険

〇
勤
務
先
…
給
与
や
賞
与

∧
滞
納
処
分
∨

　
不
動
産
・
預
貯
金
や
生
命
保
険
、
給
与

の
ほ
か
、
滞
納
者
の
住
所
や
事
務
所
な
ど

の
捜
索
を
行
い
、
バ
イ
ク
や
自
動
車
な
ど

を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
８
９
）

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退
、
変
更

な
ど
は
、
14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
を
し
な
い
と
保
険
給
付
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
後

に
市
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
た
と
き

は
、
医
療
費
の
７
割
相
当
分
な
ど
を
市
に

返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

∧
退
職
し
た
と
き
∨

　
会
社
の
社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と

き
は
、
会
社
が
発
行
す
る
資
格
喪
失
証
明

書
な
ど
を
持
っ
て
国
民
健
康
保
険
加
入
の

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
（
任
意
継
続
保

険
に
加
入
す
る
人
や
社
会
保
険
の
被
扶
養

者
に
な
る
人
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
）。

∧
就
職
し
た
と
き
∨

　
勤
務
先
は
市
役
所
に
届
け
出
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
社

会
保
険
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国
民
健
康

保
険
脱
退
の
届
け
出
を
し
、
被
保
険
者
証

は
必
ず
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

∧
転
出
す
る
と
き
∨

　
他
市
へ
転
出
す
る
と
き
は
国
民
健
康
保

険
脱
退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
進
学
に
よ
り
転
出
す
る
と
き
は
、
申
請

に
よ
り
継
続
し
て
市
の
被
保
険
者
証
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

○
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

○
在
学
証
明
書

○
学
校
名
と
そ
の
所
在
地
の
分
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

○
転
出
先
の
住
民
票

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
受
付
は
月
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
～

午
後
８
時
と
土
曜
日
の
午
前
８
時
～
午
後

１
時（
祝
日
を
除
く
）。各
シ
テ
ィ・ス
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
②
届

け
出
に
必
要
な
書
類
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

介
護
保
険
料
を�

納
め
な
い
で
い
る
と

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
度
全
額

自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と
∨

　
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応
じ

て
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
利
用
者
負
担
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
も
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
納
期
限
か
ら
２
年
以
上
経
過
し
て
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
保
険
料
が
あ
り
、
さ
ら

に
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化
と
給
付

減
額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

問　
高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

年
金
制
度

寡
婦
年
金
や
死
亡
一
時
金
の
受
給
に

は
請
求
が
必
要

∧
寡
婦
年
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
と
免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
10
年
以
上
あ

る
夫
が
、
老
齢
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎
年

金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
夫
に

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
妻
（
婚
姻
期
間

が
10
年
以
上
継
続
）
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま

で
受
け
ら
れ
ま
す
。

∧
死
亡
一
時
金
∨

　
第
１
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険

者
を
含
む
）
と
し
て
、
保
険
料
納
付
済
期

間
と
免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
３
年
以
上
あ

る
人
が
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年

金
の
い
ず
れ
も
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
と

き
、
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に
支

給
さ
れ
る
一
時
金
で
す
。
た
だ
し
、
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
人
が
い
る
と
き

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
①
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
は
ど
ち
ら

か
一
方
し
か
受
給
で
き
ま
せ
ん
②
死
亡
一

時
金
の
請
求
の
時
効
は
死
亡
日
か
ら
２
年

で
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
２
１
１
）

納期限のお知らせ

★国民健康保険料（徴収・納付担当）……第10期分
★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第９期分
★保育所保育料（保育課）……………………３月分

★介護保険料（高齢介護室）………………第10期分
★留守家庭児童会保育料（青少年課）……………３月分

～３月31日（水）までに納めましょう～

　新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した場合などは、徴収の猶予又は減免されることが
あります。詳しくは各担当課に問い合わせてください。


